
議案第 ２ 号

沖縄県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

案を別紙のとおり提出する。

令和３年７月29日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

南風原高等学校普通科郷土文化コースの特色化・魅力化の取組を推進し、広く県

全域から県の芸術・文化を担う志願者を募集するため、規則を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則（平成16年沖縄県教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。

第２条中「普通科」の次に「（南風原高等学校普通科郷土文化コースを除く。以下この条において同

じ。）」を加える。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

南風原高等学校普通科郷土文化コースの特色化・魅力化の取組を推進するため、

広く県全域から県の芸術・文化を担う志願者を募集する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 島尻学区の南風原高等学校普通科郷土文化コースの通学区域を県全域へ変更す

る。（第２条関係）

⑵ この規則は、令和４年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

⑴ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

⑵ 沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第７号）第６条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料



新旧対照表

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則（平成16年沖縄県教育委員会規則第７号）新旧対照表

改 正 案 現 行

（趣旨）

第１条 （略） 第１条 この規則は、沖縄県立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域

（以下「学区」という。）について必要な事項を定めるものとする。

（学区） （学区）

第２条 全日制の課程の普通科（南風原高等学校普通科郷土文化コースを除く。以下こ 第２条 全日制の課程の普通科

の条において同じ。）の学区は、別表第１のとおりとする。ただし、別表第２に掲げ の学区は、別表第１のとおりとする。ただし、別表第２に掲げ

る地域については、県全域とする。 る地域については、県全域とする。

２・３ （略） ２ 高等学校の入学者選抜のための学力検査による選抜の結果、合格者の数が学科の定

員に達しない場合に再度募集が行われるときの当該募集（以下「第２次募集」とい

う。）に係る全日制の課程の普通科の学区については、別表第１の規定にかかわら

ず、県全域とする。

３ 全日制の課程の普通科以外の学科の学区は、県全域とする。

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）

別記様式 （略） 別記様式 （略）

（注） 規則の改正規定に係る部分の対照箇所にアンダーラインを引くこと。

（新旧対照表 1 ページ）
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全日制課程普通科の通学区域

国頭教育事務所所管区域

辺土名高
国頭村 大宜味村 東村 北山高

本部高
今帰仁村 本部町 名護市 名護高

宜野座村 金武町 宜野座高
嘉芸小学校区域

石川高 恩納村

前原高 安富祖及び恩納小学校区域

具志川高 喜瀬武原小学校区域

与勝高
読谷高

美里高 うるま市 読谷村 嘉手納町

コザ高
北中城高 沖縄市 北谷町 北中城村

北谷高
普天間高 中城村 宜野湾市

宜野湾高 嘉数中学校区域

浦添市 西原高
港川中学校区域 浦添高

那覇市

 

真和志高

那覇高

西原町 那覇西高

島尻教育事務所所管区域

豊見城高
南風原町 南城市 糸満市

南風原高
豊見城市 八重瀬町 与那原町

知念高
豊見南高
糸満高
向陽高

久米島町 久米島高

宮古教育事務所所管区域

八重山教育事務所所管区域

※ は、各学区から受検できる高校を表します。

は、平成16年度入試まで受検できた高校について、17年度の改正以後も受検できることを表します。

は、令和３年度入試の変更点になります。

※ 全日制普通科以外の専門学科、総合学科の通学区域は、全県域です。

※ 今回改正　令和４年度入試から、南風原高等学校普通科（郷土文化コースのみ）の通学区域が、全県域になります。

松島､真和志､石田､首里､城北､石嶺､
松城､安岡､寄宮及び仲井真中学校区
域

小禄高

高等学校の設置されていない離島地域

伊平屋村､伊是名村､伊江村､本部町(水
納中学校区域のみ)､うるま市(津堅中
学校区域のみ)､南城市(久高中学校区
域のみ)､南大東村､北大東村､座間味
村､渡嘉敷村､粟国村､渡名喜村､多良間
村､竹富町､与那国町

宮古島市 宮古高

石垣市 八重山高

中頭教育事務所所管区域（西原町
を除く）

那覇教育事務所所管区域（久米島町
を除く）、西原町

那覇国際

首里高

那覇､上山､神原､鏡原､小禄､金城､古
蔵､寄宮及び仲井真中学校区域 首里東高

すべての普通科について、
入学定員の10パーセント以
内の範囲で通学区域外から
入学することができます。

国頭学区

中頭学区

那覇学区

島尻学区

久米島学区

宮古学区

八重山学区


